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平成２１年第４回さつま町議会臨時会審議結果 

平成２１年５月１日 

議案 

番号 
件名 上程日 議決日 

議決 

結果 

委員会 

付託 

選挙 

２ 
議長の選挙 H21.05.01 H21.05.01 当選決定 － 

３ 副議長の選挙 〃 〃 当選決定 － 

発議 

３ 

さつま町議会委員会条例の一部改正

について 
〃 〃 原案可決 － 

４ 
さつま町議会会議規則の一部改正に

ついて 
〃 〃 原案可決 － 

 常任委員会委員の選任 〃 〃 決 定 － 

 議会運営委員会委員の選任 〃 〃 決 定 － 

 
議会広報特別委員会の設置及び委員

の選任 
〃 〃 決 定 － 

 議長の常任委員会委員の辞任の件 〃 〃 許 可 － 

議案 

４３ 

専決処分の承認を求めることについ

て（さつま町税条例の一部改正につ

いて） 

〃 〃 承 認 － 

４４ 

専決処分の承認を求めることについ

て（さつま町国民健康保険税条例の

一部改正について） 

〃 〃 承 認 － 

４５ 

専決処分の承認を求めることについ

て（平成２０年度さつま町一般会計

補正予算（第１１号）） 

〃 〃 承 認 － 

４６ さつま町監査委員の選任について 〃 〃 同 意 － 

４７ 
さつま町教育委員会委員の任命につ

いて 
〃 〃 同 意 － 

４８ 
さつま町教育委員会委員の任命につ

いて 
〃 〃 同 意 － 

 議員派遣の件 〃 〃 決 定 － 

 閉会中の継続調査について 〃 〃 決 定 － 

     － 
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平成２１年第４回さつま町議会臨時会会議録 

 

○開会期日    平成２１年５月１日  午前９時３１分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○会議の場所   さつま町議会議事堂 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○当日の議員の出欠は次のとおり 

 出席議員（２０名）    

１番   森 山  大 議員 ２番  東  哲 雄 議員 

３番   麥 田  博 稔 議員 ４番  米 丸  文 武 議員 

５番   川 口  憲 男 議員 ６番  新 改  秀 作 議員 

７番   平八重 光輝 議員 ８番  平 田  昇 議員 

９番   舟 倉  武 則 議員 １０番  岩 元  涼 一 議員 

１１番   内之倉 成功 議員 １２番  柏 木  幸 平 議員 

１３番   楠木園 洋一 議員 １４番  内 田  芳 博 議員 

１５番   桑 園  憲 一 議員 １６番  市 來  修 議員 

１７番   新 改  幸 一 議員 １８番  木 下  敬 子 議員 

１９番   木 下  賢 治 議員 ２０番  中 尾  正 男 議員 

 欠席議員（なし）      

 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○出席した議会職員は次のとおり 

 事 務 局 長  和 気 純 治 君   議 事 係 長  丸 田   忠 君 

 議 事 係 主 幹  平木場 達 郎 君   議 事 係 主 査   垣 内 浩 隆 君 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○地方自治法第１２１条の規定による出席者は次のとおり 

町 長  日 髙  政 勝 君  教 育 長 福 滿  隆 德 君  

副町長（総務）  宮之脇 尚美 君  教委総務課長 山 口  正 展 君  

副町長（経済）  山 下  彦 志 君  建 設 課 長 脇 黒 丸  猛 君  

税 務 課 長  下 市  真 義 君  商工観光課長 前 田  淳 三 君  

健 康 増 進 課 長  楠木園 建雄 君  農 政 課 長 赤崎 敬一郎 君  

総 務 課 長  湯 下  吉 郎 君  耕地林業課長 山 口  良 一 君  

財 政 課 長  二階堂 清一 君      

企 画 広 報 課 長  中 村  慎 一 君      

福 祉 課 長  日 高  昭 治 君     

         

         

         

         

 

- 2 - 



 

○本日の会議に付した事件 

 

第 １ 

 

仮議席の指定 

第 ２ 選挙第２号 議長の選挙 

 

(第１号の追加１) 

第 １ 議席の指定 

第 ２ 会議録署名議員の指名 

第 ３ 会期の決定 

第 ４ 選挙第 ３号 副議長の選挙 

第 ５ 議席の一部変更 

第 ６ 発議第 ３号 さつま町議会委員会条例の一部改正について 

第 ７ 発議第 ４号 さつま町議会会議規則の一部改正について 

第 ８ 常任委員会委員の選任 

第 ９ 議会運営委員会委員の選任 

第１０ 議会広報特別委員会の設置及び委員の選任 

第１１ 議長の常任委員会委員の辞任の件 

第１２ 議案第４３号 専決処分の承認を求めることについて 

（さつま町税条例の一部改正について） 

第１３ 議案第４４号 専決処分の承認を求めることについて 

（さつま町国民健康保険税条例の一部改正について） 

第１４ 議案第４５号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成２０年度さつま町一般会計補正予算（第１１号）） 

第１５ 議案第４６号 さつま町監査委員の選任について 

第１６ 議案第４７号 さつま町教育委員会委員の任命について 

第１７ 議案第４８号 さつま町教育委員会委員の任命について 

第１８ 議員派遣の件 

第１９ 閉会中の継続調査について 
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○議会事務局長（和気 純治君） 

皆さん、おはようございます。事務局長の和気でございます。 

 本臨時会は、一般選挙後、初めての議会でございます。議長が選挙されるまでの間、地方自治

法第１０７条の規定によって、出席議員の中で年長の議員が臨時に議長の職務を行うことになっ

ております。年長の平田昇議員を御紹介いたします。 

 平田昇議員、議長席のほうにお着きくださいますようお願いいたします。 

〔臨時議長着席〕 

○臨時議長（平田  昇議員） 

 ただいま紹介されました平田です。地方自治法第１０７条の規定により、臨時に議長の職務を

行います。どうぞ、よろしくお願いします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△開 会 午前９時３１分 

○臨時議長（平田  昇議員） 

ただいまから、平成２１年第４回さつま町議会臨時会を開会します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△開 議 

○臨時議長（平田  昇議員） 

これから、本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

 △日程第１「仮議席の指定」 

○臨時議長（平田  昇議員） 

日程第１「仮議席の指定」を行います。仮議席は、ただいま着席の議席とします。 

 ここで、しばらく休憩します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前 ９時３２分 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

〔全員協議会が開催され、議長立候補確認及び所信表明が行われる〕 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午前１０時１３分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○臨時議長（平田  昇議員） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

 △日程第２「選挙第２号 議長の選挙」 

○臨時議長（平田  昇議員） 

日程第２「選挙第２号 議長の選挙」を行います。選挙は、投票により行います。 

 議場の出入り口を閉めます。 

〔議場閉鎖〕 

○臨時議長（平田  昇議員） 

ただいまの出席議員数は、２０名です。 

 次に、立会人を指名します。立会人に森山大議員及び米丸文武議員を指名します。 

 投票用紙を配ります。念のため申し上げます。投票は、単記無記名です。 
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〔投票用紙配布〕 

○臨時議長（平田  昇議員） 

投票用紙の配布漏れは、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（平田  昇議員） 

配布漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検いたします。 

〔投票箱点検〕 

○臨時議長（平田  昇議員） 

異状なしと認めます。 

 ただいまから、投票を行います。投票の際は、向かって左側から登壇して、投票を行い、右側

へ降壇願います。１番議員から順番に投票願います。 

〔議員順次投票） 

○臨時議長（平田  昇議員） 

投票漏れは、ありませんか。   

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（平田  昇議員） 

投票漏れなしと認めます。 

投票を終わります。 

 開票を行います。森山大議員と米丸文武議員の開票立会いをお願いします。 

〔開票〕 

○臨時議長（平田  昇議員） 

選挙の結果を報告します。 

 投票総数２０票、有効投票２０票、無効投票ゼロ票。有効投票のうち、東哲雄議員４票・平八

重光輝議員１票・平田昇議員２票・舟倉武則議員５票・内田芳博議員１票・中尾正男議員７票、

以上のとおりです。 

この選挙の法定得票数は、５票です。したがって、中尾正男議員が議長に当選されました。 

 議場の出入り口を開きます。   

〔議場開鎖〕 

○臨時議長（平田  昇議員） 

ただいま、議長に当選されました中尾正男議員が議場におられます。 

 会議規則第３３条第２項の規定によって、当選の告知をします。 

〔中尾 正男議員 登壇〕 

○中尾 正男議員 

 ただいま議長の選挙におきまして、６名の立候補の中で７票というたくさんの票をいただいて

議長に当選をさせていただきました。本当に身の引き締まる思いであります。 

私は、議会活動を今までの経験を通して、本当に議長職というものにこだわりを持ってきてや

ってきた者ではございません。どちらかというと、向こう側に座っておって、そのほうが、議会

活動が生きがいを求めてやってきた者であります。 

議長職というものに今回立候補させていただいたのは、たくさんの方の後押しがございました。

どうしても負けられないと思って精一杯のことはやったつもりでございます。皆さんの御協力を

いただきまして、さつま町議会が本当に一体感を持って新しいまちづくりに取り組んでいけるよ
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うに私も精一杯努力をいたします。皆さん方の御協力をお願いしまして、当選の受理のあいさつ

とさせていただきます。どうもありがとうございました。（拍手） 

〔中尾 正男議員 降壇〕 

○臨時議長（平田  昇議員） 

 これで、臨時議長の職務は全部終了しました。御協力ありがとうございました。 

 中尾正男議長、議長席にお着き願います。 

 しばらく休憩します 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１０時２５分 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

〔新議長着席〕 

〔追加議事日程配付〕 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午前１０時２７分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（中尾 正男議員） 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 本日のこれからの日程は、お手元にお配りいたしました追加議事日程のとおりであります。 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

 △日程第１「議席の指定」 

○議長（中尾 正男議員） 

日程第１「議席の指定」を行います。 

  議席は、会議規則第４条第１項の規定によって、ただいま着席のとおり指定します。 

  癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

 △日程第２「会議録署名議員の指名」 

○議長（中尾 正男議員） 

日程第２「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、川口憲男議員及び新改秀作議員を指

名します。 

  癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

 △日程第３「会期の決定」 

○議長（中尾 正男議員） 

  日程第３「会期の決定」の件を議題とします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日間としたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 異議なしと認めます。したがって、会期は、本日１日間に決定しました。 

 しばらく休憩いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１０時２８分 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

〔全員協議会が開催され、副議長立候補確認及び所信表明が行われる〕 
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 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午前１０時４３分 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（中尾 正男議員） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

  癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

 △日程第４「選挙第３号 副議長の選挙」 

○議長（中尾 正男議員） 

日程第４「選挙第３号 副議長の選挙」を行います。 

 選挙は、投票により行います。 

 議場の出入口を閉めます。 

〔議場閉鎖〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 ただいまの出席議員数は、２０名です。 

 次に、立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に岩元涼一議員

及び柏木幸平議員を指名します。 

 投票用紙を配ります。念のため申し上げます。投票は、単記無記名です。 

〔投票用紙配布〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 投票用紙の配布漏れは、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 配布漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検いたします。 

〔投票箱点検〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 異状なしと認めます。 

 ただいまから、投票を行います。投票の際は、向かって左側から登壇して、投票を行い、右側

へ降壇願います。１番議員から順番に投票願います。 

〔議員順次投票） 

○議長（中尾 正男議員） 

 投票漏れは、ありませんか。   

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 開票を行います。岩元涼一議員と柏木幸平議員の開票の立会いをお願いします。 

〔開票〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 選挙の結果を報告します。 

投票総数２０票、有効投票２０票、無効投票ゼロ票であります。有効投票のうち、木下賢治議

員１５票、市來修議員５票、以上のとおりです。 
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この選挙の法定得票数は、５票です。したがって、木下賢治議員が副議長に当選されました。 

議場の出入り口を開きます。   

〔議場開鎖〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 ただいま副議長に当選されました木下賢治議員が議場におられます。 

 会議規則第３３条第２項の規定によって、当選の告知をします。 

〔木下 賢治議員 登壇〕 

○木下 賢治議員 

 議員各位の御理解をいただきましたことに、まずもって厚く御礼を申し上げたいと思います。

ありがとうございました。 

 先ほども申しましたけれども本当に今期の私たち議会に求められることは、さらなる議会の活

性化ということではないかと思います。そういう意味で、議会が元気になれば元気になるほど、

いろんな問題が多くなることは当然かと思います。 

 そういう中で、私は議会の潤滑油としてそういう立場で常に狭間に立って議会の活性化の助力

となり、また、中尾議長の補佐役として一生懸命努めます。皆さん方の駒使いとして今後も頑張

りますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。誠にありがとうございました。（拍手） 

〔木下 賢治議員 降壇〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 しばらく休憩いたします。再開は、概ね１１時１０分とします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１０時５２分 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午前１１時 ９分 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（中尾 正男議員） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

  癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

 △日程第５「議席の一部変更」 

○議長（中尾 正男議員） 

 日程第５「議席の一部変更」を行います。 

 今回の議長、副議長の選挙に伴い、会議規則第４条第３項の規定によって、議席の一部を変更

します。 

 申し合わせに基づき、議長の議席を２０番に、副議長の議席を１９番とします。 

 したがって、２０番、新改幸一議員の議席を１７番に、１９番、内之倉成功議員の議席を１１番

に、１１番、木下賢治議員の議席を１９番に、それぞれ変更します。 

 変更された議席に、お着き願います。 

〔変更後の議席へ移動着席〕 

  癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第６「発議第３号 さつま町議会委員会条例の一部改正

について」、日程第７「発議第４号 さつま町議会会議規則

の一部改正について」 

○議長（中尾 正男議員） 
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 日程第６「発議第３号 さつま町議会委員会条例の一部改正について」及び日程第７「発議第

４号 さつま町議会会議規則の一部改正について」の発議２件を一括議題とします。 

 趣旨説明を求めます。 

〔内之倉 成功議員 登壇〕 

○内之倉 成功議員 

 ただいま議題となりました「発議第３号 さつま町議会委員会条例の一部改正について」及び

「発議第４号 さつま町議会会議規則の一部改正について」、提案の趣旨説明を申し上げます。 

 提出者は、さつま町議会議員、内之倉成功であります。賛成者は、同じく桑園憲一議員、木下

敬子議員、新改幸一議員であります。 

次に、提案理由及び改正の内容について御説明いたします。 

 まず、「発議第３号 さつま町議会委員会条例の一部改正について」でありますが、本町議会

の議員定数が２０人となったことに伴い、常任委員会について委員の定数を改正しようとするも

のであります。 

第２条について、総務常任委員会の委員定数を９人から７人に、文教厚生常任委員会の委員の

定数を８人から６人に、建設経済常任委員会の委員の定数を９人から７人に、それぞれ改めよう

とするものであります。 

なお、附則において、この条例は公布の日から施行しようとするものであります。 

 続きまして、「発議第４号 さつま町議会会議規則の一部改正について」の提案理由及び改正

の内容について御説明いたします。 

本町議会の議員定数が２０人となったことに伴い、議事に関する成立要件について、成立に必

要な人数を改正しようとするものであります。 

 第９条、第１９条、第３７条、第８１条、第８２条、第８７条及び第８８条の会議時間、一括

議題、表決に関する異議申し立て及び要求の成立に要する人数について、３人以上から２人以上

に改めようとするものであります。 

 また、第１４条、第１７条の議案の提出、修正の動議提出に要する賛成者の人数を、同じく３人

以上から２人以上に改めようとするものであります。 

 なお、附則において、この規則は公布の日から施行しようとするものであります。 

 以上で提案の趣旨説明を終わります。議員各位の御賛同方よろしくお願いをいたします。 

〔内之倉 成功議員 降壇〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 お諮りします。ただいま議題となっています発議第３号及び発議第４号の発議２件については、

会議規則第３９条第３項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中尾 正男議員） 

異議なしと認めます。 

 したがって、発議第３号及び発議第４号の発議２件は、委員会付託を省略することに決定しま

した。委員会付託を省略します。 

 これより質疑に入ります。発議第３号について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中尾 正男議員） 

なければ本案の審議を一応中止しておきます。 
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 次に、発議第４号について、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 なしと認めます。 

それでは、ただいままで審議を中止しておきました発議第３号及び発議第４号の発議２件につ

いて、一括してほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 これで質疑を終わります。 

 これからただいまの発議２件について、一括して討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 討論なしと認めます。 

これから発議２件を一括して採決します。 

 お諮りします。「発議第３号 さつま町議会委員会条例の一部改正について」及び「発議第４号 

さつま町議会会議規則の一部改正について」の発議２件は、原案のとおり決定することに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 異議なしと認めます。 

  したがって、「発議第３号 さつま町議会委員会条例の一部改正について」及び「発議第４号 

さつま町議会会議規則の一部改正について」の発議２件は、いずれも原案のとおり可決されまし

た。 

  癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第８「常任委員会委員の選任」 

○議長（中尾 正男議員） 

  日程第８「常任委員会委員の選任」を行います。 

 常任委員会委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規定によって、議長が会議に諮

って指名することになっております。 

 この件については、申し合わせにより議員各位から希望をとり、これに基づいて定数との調整

を行い指名したいと思います。 

 しばらく休憩します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１１時１７分 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

〔常任委員会構成の最終調整〕 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午前１１時２０分 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（中尾 正男議員） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 
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  ここでお諮りします。常任委員会委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規定によ

って、総務常任委員に新改秀作議員、平八重光輝議員、舟倉武則議員、木下賢治議員、市來修議

員、木下敬子議員及び私、中尾議員、以上の７名であります。 

文教厚生常任委員に森山大議員、川口憲男議員、岩元涼一議員、楠木園洋一議員、内之倉成功

議員及び新改幸一議員、以上の６名であります。 

 建設経済常任委員に東哲雄議員、麥田博稔議員、米丸文武議員、柏木幸平議員、内田芳博議員、 

桑園憲一議員及び平田昇議員、以上の７名であります。 

 以上のとおり、それぞれ指名したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名しましたとおり、それぞれの常任委員会委員に選任することに決定

しました。 

 これより、各常任委員会の正副委員長を互選していただきます。 

 委員長及び副委員長は、委員会条例第８条第２項の規定により、それぞれの常任委員会におい

て互選することになっております。 

 さらに、同条例第９条第１項の規定により、委員長及び副委員長がともにいないときは、議長

が委員会の招集日時及び場所を定めて、その互選を行わせることになっております。 

 ただいまから各常任委員会を招集します。各常任委員会の場所を次のとおり定めます。 

 総務常任委員会は第２委員会室、文教厚生常任委員会は第１委員会室、建設経済常任委員会は

議長応接室と定めます。 

しばらく休憩します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１１時２２分 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

〔各常任委員会が開催され委員長、副委員長の選出等が行われる〕 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午後 １時 ４分 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（中尾 正男議員） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 常任委員会の正副委員長が次のとおり決定した旨、通知を受けましたので、お知らせします。 

 総務常任委員長に新改秀作議員、総務常任副委員長に木下敬子議員、文教厚生常任委員長に岩

元涼一議員、文教厚生常任副委員長に内之倉成功議員、建設経済常任委員長に米丸文武議員、建

設経済常任副委員長に桑園憲一議員、以上のとおりでありますので、お知らせしておきます。 

  癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第９「議会運営委員会委員の選任」 

○議長（中尾 正男議員） 

 日程第９「議会運営委員会委員の選任」を行います。 

 議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第７条第１項に基づいて、議長が会議に諮

って指名することになっております。 

 ここでお諮りします。議会運営委員会委員に木下賢治議員、新改秀作議員、平八重光輝議員、
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岩元涼一議員、川口憲男議員、米丸文武議員、柏木幸平議員の以上の７名をそれぞれ指名したい

と思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名しました７名を議会運営委員会委員に選任することに決定しました。 

 これより、議会運営委員会の正副委員長を互選していただきます。  

  委員長及び副委員長は、委員会条例第８条第２項の規定により、議会運営委員会において互選

することになっております。 

 さらに、同条例第９条第１項の規定により、委員長及び副委員長がともにいないときは、議長

が委員会の招集日時及び場所を定めて、その互選を行わせることになっております。 

 ただいまから議会運営委員会を招集します。委員会の場所を第２委員会室と定めます。 

  しばらく休憩します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

休憩 午後 １時 ６分 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

〔議会運営委員会が開催され委員長、副委員長の選出等が行われる〕 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午後 １時２２分 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（中尾 正男議員） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議会運営委員会の正副委員長が次のとおり決定した旨通知を受けましたので、お知らせします。 

 議会運営委員長に柏木幸平議員、議会運営副委員長に平八重光輝議員、以上のとおりでありま

すので、お知らせしておきます。 

  癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第１０「議会広報特別委員会の設置及び委員の選任につ

いて」 

○議長（中尾 正男議員） 

日程第１０「議会広報特別委員会の設置及び委員の選任について」を議題とします。 

 お諮りします。議会広報紙「さつま町議会だより」の編集発行のため、６名の委員で構成する

議会広報特別委員会を設置したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 異議なしと認めます。 

 したがって６名の委員で構成する議会広報特別委員会を設置することに決定しました。 

 次に、議会広報特別委員会委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規定により、議

長が会議に諮って指名することになっております。 

 ここでお諮りします。議会広報特別委員会委員に新改秀作議員、木下敬子議員、岩元涼一議員、

新改幸一議員、米丸文武議員、平田昇議員の以上の６名をそれぞれ指名したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（中尾 正男議員） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名しました６名を議会広報特別委員会委員に選任することに決定しま

した。 

 これより、議会広報特別委員会の正副委員長を互選していただきます。  

  委員長及び副委員長は、委員会条例第８条第２項の規定により、議会広報特別委員会において

互選することになっております。 

 さらに、同条例第９条第１項の規定により、委員長及び副委員長がともにいないときは、議長

が委員会の招集日時及び場所を定めて、その互選を行わせることになっております。 

 ただいまから議会広報特別委員会を招集します。委員会の場所を第２委員会室と定めます。 

  しばらく休憩します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

休憩 午後 １時２４分 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

〔議会広報特別委員会が開催され委員長、副委員長の選出等が行われる〕 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午後 １時４３分 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（中尾 正男議員） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議会広報特別委員会の正副委員長が、次のとおり決定した旨通知を受けましたので、お知らせ

します。 

 議会広報特別委員会委員長に新改幸一議員、議会広報特別委員会副委員長に平田昇議員、以上

のとおりでありますので、お知らせしておきます。 

  癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第１１「議長の常任委員会委員の辞任の件について」 

○議長（中尾 正男議員） 

 日程第１１「議長の常任委員会委員の辞任の件について」を議題とします。 

 本議案の審議につきまして、私は、地方自治法第１１７条の除斥に該当いたしますので、副議

長と交代し、退席いたします。 

〔議長 退場〕 

〔副議長 議長席着席〕 

○副議長（木下 賢治議員） 

  中尾正男議長から、都合により総務常任委員会委員を辞任したいとの申し入れがあります。 

 お諮りします。本件は、申し出のとおり辞任を許可することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（木下 賢治議員） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、中尾正男議長の総務常任委員会委員の辞任を許可することに決定しました。 

  ここで、中尾正男議長の入場を許し、議長と交代します。 

〔議長 入場着席〕 

○議長（中尾 正男議員） 
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しばらく休憩します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

休憩 午後 １時２４分 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

〔全員協議会が開催され、監査委員の選出が行われる〕 

〔執行部 入場着席〕 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午後 １時４３分 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（中尾 正男議員） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

  癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第１２「議案第４３号 専決処分の承認を求めることに

ついて」、日程第１３「議案第４４号 専決処分の承認を求

めることについて」、日程第１４「議案第４５号 専決処分

の承認を求めることについて」 

○議長（中尾 正男議員） 

日程第１２「議案第４３号 専決処分の承認を求めることについて」から日程第１４「議案第

４５号 専決処分の承認を求めることについて」まで、以上の議案３件を一括して議題とします。

各議案について、提案理由の説明を求めます。 

〔町長 日髙 政勝君登壇〕 

○町長（日髙 政勝君） 

 皆様こんにちは。改選後初めての議会でございますので、提案理由を申し上げる前に一言ごあ

いさつを申し上げたいと思います。 

 去る４月１９日に執行されました任期満了に伴う町長選挙におきまして２代目さつま町の町長

に当選させていただきました。まことに光栄に存じますとともに、私に課せられました責務の重

大さに改めて身の引き締まる思いでございます。 

 皆様方におかれましても、激戦を勝ち抜かれまして当選の栄によくされましたこと、誠におめ

でとうございます。 

 新町さつま町が誕生して４年が経過し、一定の基礎固めはできつつあるものの今般の金融危機

に端を発した世界同時不況によりまして、景気が悪化し地域経済はさらに厳しさを増しておりま

して、本町の財政への影響も大きなものがあります。 

 それだけに不退転の決意と覚悟を持ってこの難局を乗り越え、みんなが夢と希望の持てる元気

なまちを目指してまいります。 

 また、選挙に申し上げました４つの戦略を重点目標に誠実・公正・透明性の高い町政、住民視

点・現地・現場主義による対話と協働の町政、効率とスピード重視の町政を基本姿勢として積極

果敢に取り組んでまいる考えでございます。 

 中尾議長を初めとして議員各位におかれましては、町政運営に一層の御支援と御協力をお願い

申し上げる次第でございます。 

 それではただいま上程されました議案３件の提案の理由を申し上げます。 

 まず「議案第４３号 専決処分の承認を求めることについて」であります。これは地方税法等

の一部改正に伴い、さつま町税条例の一部改正について急を要したため、地方自治法第１７９条
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第１項の規定に基づき専決処分をしたものであります。 

 次に、「議案第４４号 専決処分の承認を求めることについて」であります。これにつきまし

ても地方税法等の一部改正に伴い、さつま町国民健康保険税条例の一部改正について急を要した

ため、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分をしたものであります。 

次に、「議案第４５号 専決処分の承認を求めることについて」であります。これにつきまし

ては、平成２０年度さつま町一般会計補正予算（第１１号）について急を要したため、地方自治

法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分をしたものであります。 

以上３件につきましては、いずれも地方自治法第１７９条第３項の規定に基づき、これを報告

し、議会の承認を求めるものであります。 

内容につきましては、それぞれ所管の課長に説明させますので、よろしく御審議くださるよう

お願いいたします。 

〔町長 日髙 政勝君降壇〕 

○税務課長（下市 真義君） 

それでは内容の御説明を申し上げます。議案集の４３の１ページでございます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○税務課長（下市 真義君） 

それでは議案集の４４の１ページでございます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○財政課長（二階堂清一君） 

「議案第４５号 専決第３号 平成２０年度さつま町一般会計補正予算（第１１号）」につい

て説明申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 お諮りします。ただいま議題となっています、議案第４３号から議案第４５号までの議案３件

については、会議規則第３９条第３項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。 御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４３号から議案第４５号までの議案３件は、委員会付託を省略することに

決定しました。委員会付託を省略します。 

 これから順番に質疑を行います。まず、議案第４３号 について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中尾 正男議員） 

本案の審議を、一応中止しておきます。 

次は、議案第４４号について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中尾 正男議員） 

本案の審議も、一応中止しておきます。  

 次は、議案第４５号について質疑はありませんか。 

○桑園 憲一議員   

 繰越明許費の設定の中で、定額給付金事業について若干お尋ねを申し上げたいと思いますが、

- 15 - 



 

現在の事務作業の状況と、これをいつごろ目処で終了予定なのか、あるいは異動等によって申請

漏れがないようにどのような措置を講じられているのか、そこあたりをお聞かせ願いたいと思い

ます。 

 それから、子育て応援特別手当交付金事業、これにつきましては多分３月議会でいろいろるる

説明があったかと思うんですが、町内で何件ほどの対象があるのか、そこあたりをお示し願いた

いと思います。 

○企画広報課長（中村 慎一君）   

 定額給付金の事務処理状況でございますが、３月から通知事務を行っておりまして、今回明許

繰越の中で出てきておりますのは、支払い関係に係る部分でございます。４月２８日から支給を

いたしておりますが、口座への振替えを行っておりますが、本日５月１日現在で９,９６５件、３億

７,５８３万６,０００円、これの振替えを行っているところでございます。 

大体件数にいたしまして９１㌫、それから、金額にいたしまして９２㌫余りといったようなと

ころでございます。 

残り１,８００件余り２,７００万程度がまだ申請手続中、もしくはまだ未申請といったような

ことでございます。これにつきましては申請期間が４月１日から始めておりますので、６カ月間、

１０月１日までということでございます。これにつきましては追って手続がなされるものという

ふうに考えております。 

 それから、異動等による分でございますが、これにつきましては２月１日付の住基台帳に伴い

ます住所地に発送いたしておりますので、そのあと、異動があった部分につきましては、３月中

旬で住所地を押さえておりますので、その時点での住所地に発送いたしておりますが、異動等で

変わった部分につきましては順次問い合わせがございますので、問い合わせがあった分につきま

しては転送等をいたしております。 

 ただ、発送をしました申請書につきましては、宛先不明で返ってきているのが４４件だけでご

ざいますので、ほとんどのものはお手元に届いている状況であるというふうに判断をいたしてお

ります。 

○福祉課長（日高 昭治君）   

 ただいま子育て応援特別手当の関係で御質問がありましたが、この手当につきましては国の生

活対策の一環ということで、多子世帯の幼児期の負担に配慮する観点から、平成２０年度限りの

措置ということであります。 

幼児期の第２子以降の子ども１人当たりに３万６,０００円を支給するというものであります。

対象となる子どもとしましては、先ほど言いました第２子以降ということで、小学校就学前３年

間ということであります。３歳、４歳、５歳ということになります。 

 それから、現在の状況でございますが、全体の対象者が２８８人、世帯で２７３世帯というこ

とであります。 

それと、支払いの関係ですが、第１回目をこれは定額給付金と同じく足並みをそろえておりま

して、第１回目が４月２８日、銀行系、ゆうちょ銀行につきましては５月１日に振り込みをする

ということであります。 

申請を今受けておりますのが２７０世帯２８８人中、あと未申請世帯が４世帯ほどございます。

これらにつきましては、全部電話連絡等がつくことが判っておりますので、また再度確認をして

みたいというふうに思っております。 

○楠木園 洋一議員   

 同じく繰越明許費ですけど、地域活性化・生活対策交付金、何件ぐらい今まであったのか、申
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請が。それと耐震業務を全部されるのか、小中学校、幾らぐらいされるのか。 

○財政課長（二階堂清一君）   

 繰越明許費の関係でありまして、７款商工費の関係の地域活性化の関係でありますが、これは

２次補正で組んだ事業が総事業費で４億５,０００万ぐらいだったわけですが、そのうち２億

９,４００万円を事業、繰越明許費として設定するものであります。 

主には、景観整備チームの賃金ですとか、それから、道路改良工事に伴うものですとか、そう

いったものが主なものであります。 

 また、耐震の関係につきましては、この２次補正で計画しましたのが、小学校の校舎が３校、

それから、中学校の屋体が２校というふうになっております。それもあわせまして調査は済んで

いるわけですが、県の審査会、審議会が１年間に何回かしか開かれないと、だから、それに間に

合わないから、どうしても繰越明許費を設定したということであります。 

○平八重光輝議員   

 定額給付金についてお尋ねいたします。 

 申請手続が約９１㌫とおっしゃったですか、進んでるということなんですが、あとの８㌫なり

９㌫の方で、高齢者で手続の仕方が判らんとか、あるいはここまで手続に来れないというような

方はないのか、その辺はお調べでないでしょうか。そういう方がいらっしゃるのであれば、こち

らから出向いていって、手続をしてあげるぐらいのことも必要ではないかと思います。 

 それと、前の議会でＤＶ被害者の話が出まして、対応はとらないと、対策はしないという回答

があったようでありますが、そういう申し出があったものかどうか、あったとすれば、その対策

はとられるおつもりかどうか、お尋ねいたします。 

○企画広報課長（中村 慎一君）   

 この９㌫ほどの申請がまだ手続中、もしくはされていない部分でございますが、統計をとって

おりまして、６５歳以上のところで申請済みで処理済みの部分が９５㌫あるようであります。あ

と５㌫ぐらいがまだ手続、もしくはまだ未申請といったようなことで４２０件ほどあるようでご

ざいます。 

これにつきましては今後状況を見ながら、高齢者等でそういった手続等ができていない部分等

がある部分につきましては、また今後対応をしてまいりたいというふうに思います。 

 それとＤＶ被害の関係ですが、これは先の議会でも説明を申しましたが、ＤＶ被害そのものに

ついては表面化した部分、顕在化した部分につきましては、警察署が対応をされる部分でござい

まして、そういった案件が福祉課のほうでとらえている部分がないと、警察署に問い合わせいた

しましても、そういった部分がないというようなことでございますから、ＤＶ被害でのほかの自

治体がやっているような対応をとらなければいけないような案件というの、今のところないとい

うところでございまして、この部分をどういった対応するかといったようなことにつきましては、

今後状況を見ながら、そういう対応をせざるを得ないといったようなものが出てきた場合につき

ましては、また内部で検討を進めてまいりたいというふうに思っております。 

今のところはそういった実態がございませんから、これに対応をして準備をするという部分が

現在のところそういったところまでまだいってないといったようなことでございます。 

○平八重光輝議員   

 申請についてはぜひ調べて、どうしても来れないという方もいらっしゃるし、私の近辺でも８０、

９０になって、なかなかそういう手続もとれない、行くこともできないというような方もいらっ

しゃるようですので、そういう方についてはこちらから出向いていって手続をしてあげるぐらい

の住民サービスをお願いしておきます。 
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 それと、ＤＶ被害、警察のほうに届けがあるかないかもですけれども、本人からの申し出があ

ったかどうかをちょっとお尋ねしております。なければないで結構なんですが、あったときの対

応を、あったときというか、なければないで結構です。 

○企画広報課長（中村 慎一君）   

 今回の定額給付金に関しましてＤＶ関係での相談というのは、今のところございません。 

 ただ、別居をしているとか、それから、その他の事案で、非常に複雑な事案で、問い合わせと

いうのが２件ほどございました。 

 ただ、これを見てみますとＤＶであるといったようなことがちょっと認定できないのではない

かと、非常に難しい案件でございますので、そういった部分につきましては、今のところないと

いう判断をいたしてるところでございます。 

○平八重光輝議員   

 少し認識が違うんですけれども、警察が認めたとかということだけではなくて、本人が一緒に

住みたくないと、住みたくないというか、住所等についても教えたくないというような案件につ

きましては、ＤＶの一つだというふうに理解していただいて、本人の申し出がなければいいんで

すよ。申し出があった場合は十分検討していただきたいということです。 

○麥田 博稔議員   

 私も定額給付金について、今のことでちょっと関連するんですけれども、結局、町長にお伺い

したいんですけど、３月議会の対応のときには、先ほど平八重議員からあったように対応しない

というような話だったんです。 

 だけど、私は人数が今２件とか、少しはという話もありますけれども、これは一般財源を持ち

出さないかんというような話だったんですが、国から来ないから。２、３件だと対応をしても、

１人１万２,０００円、大人の場合、子ども２人連れとなっても、そんな大きな額じゃないと思う

んです。だから、基本的な考えを町長はこの件に関してどのようにお思いなのか、お伺いしてお

きたいというふうに思います。 

 それから、商工費の中の緊急的に生活対策とか地域活性化とかあったんですが、いろいろ募集

をされまして待遇のいいとか、そこはいっぱいだったんですけれども、悪いところは応募もなか

ったというようなことですけれども、実態がどのようになったのか、お知らせ願いたいと思いま

す。 

 それから、小中学校の耐震についてですけれども、一応調査は済んだと、国のほうにおいては

今度の緊急のああいう経済対策で、２カ年間で学校の耐震化を進めたいというような話も新聞記

事等には出てるようですけれども、本町としては調査は済んでますけれども、まだ完全にそこま

でいってないと思うんですが、どのような対応を今後とっていかれるつもりなのか。 

財政との問題もありますし、それから、学校適正規模等検討委員会との問題もありますけれど

も、学校は、特に体育館、教室については、もし一たん平成９年みたいな地震があるとか、いろ

んなことがありますと、町民の避難場所になったり、そういうことに使う確率が高いですので、

その辺の基本的な考えをどのようにお考えなのか、お伺いしておきたいというふうに思います。 

○町長（日髙 政勝君）   

 ドメスティック・バイオレンスの関係の対応についてでございますが、先ほど関係の課長がお

答えしましたとおり、現実にこれに該当すると、明確に言える案件にまだ資していないというこ

とでありますから、もしそのような事態があれば、当然国の場合は２月１日基準の住民登録によ

って、いわゆる世帯主に払うということでございますから、いわゆる離婚をして、あるいはそう

いう暴力を受けたことによって別居をしてるというようなことが明らかになれば、その辺の対応
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については町もおっしゃるとおり、大きな金額ではございませんので、そのような対応はできる

と思っております。 

 ただ、その辺の判定がなかなか実態としては今もありましたとおり、これに該当するのかとい

うのが明確ではありませんので、さらに調査した上で対処してまいりたいと思っております。 

○商工観光課長（前田 淳三君）   

 緊急雇用の対策の関係でございますけども、緊急雇用の関係にありましては７職種、採用が２０名

ということでございまして、４６名の応募がございました。 

応募者の内訳といたしましては、解雇によるもの、これが２９名、退職退社によるもの１１名、

その他が６名ということになってるようでございます。 

その中でも、公共施設等維持管理作業員につきましては、採用１１名に対しまして２５名の応

募がございました。３月の採用で５名、それから、４月採用で６名を採用したところでございま

す。 

 なお、ほかの職種にありましてはそれぞれ所管課の課長のほうで面接で対応をいたしておりま

す。 

○財政課長（二階堂清一君）   

 学校の耐震化の話でありますが、２０年度の１次補正、２次補正で予算化して耐震調査をしま

した建物は、屋内体育館で４校分です。それから、校舎で４校分が調査を補正予算でやっており

ます。当面危険とされる建物、屋体については調査を終えたことになりますが、判定委員会の結

果なりを待って、耐震補強設計を組むのか組まないのかということになってまいります。 

その話になりますと、今政府の方で２１年度の１次補正の編成が急がれておりますが、そうい

った中で、仮に耐震設計まで組めるのであれば、この際、組んでいきたいというふうに考えてお

ります。部内でもう少し詰めていきたいと思ってます。 

○麥田 博稔議員   

 商工費に関連してもう一点ちょっとお伺いしておきますが、中小企業の緊急保証制度というの

もあって窓口もできているようですけれども、町内の大手というか、京セラ関係の下請、それか

ら、日特関係の下請、非常に仕事が減って困ってるというような話を聞くんですけれども、そし

て、従業員の方も削減されて、一生懸命経営努力はされていますけれども、その辺の状況がどの

ようになってるのか。 

年度が変わってもそういう厳しい状況が続いているのか、その辺が判れば、商工観光でもいい

ですし、定住促進室でもいいんですけれども、お知らせを願いたいというふうに思います。 

○副町長（総務）（宮之脇尚美君）   

 確かにこの経済状況によりまして、町内の産業すべてが影響を受けたという実態がございます。 

先般、日特の工場長さんがお見えになったわけでございますが、従来の平準化した生産の個数

からいきますと、大体７０㌫程度回復しているというようなことでございまして、ただ、これも

継続的に受注ができるわけではないと、品物によっては依然として低迷してるというようなこと

でございますが、全体的には７０㌫程度というふうに聞いております。 

 ただ、あわせまして京セラ関連がございます、本町は。京セラ関連につきましては、ほとんど

が大体９０㌫程度に回復してるというようなことでお聞きをいたしてるところでございます。 

○米丸 文武議員   

 私は４ページの６款、農業水産費の中で、有害鳥獣対策事業の１０５万についてお尋ねをした

いわけでございますが、これまでにも有害鳥獣のいろんな被害で、農家の方々は生産意欲が本当

にそがれているというようなことで訴えてきておりましたが、この内訳についてちょっとお示し
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をいただきたいと思います。 

○農政課長（赤崎敬一郎君）   

 １０５万円の有害鳥獣対策事業費でございますが、これについては２１年度に使う前倒し的な

考え方で、町単で毎年対応をしておりますシカ１頭当たり、１電柵５万円の２０基ということで

計上させてもらっております。 

○米丸 文武議員   

 これが時期的にどういう過程でこれを繰越明許としなきゃならなかったのか、その点について

はどうなんですか。 

○農政課長（赤崎敬一郎君）   

 昨年の１２月に地域活性化・緊急安心安全総合対策交付金ということで、国のほうからそうい

う交付金があったわけですが、これについては毎年町単独で、有害鳥獣対策については力を入れ

ておりまして、その分を前倒しでもらって、２１年度の町単独に活用しようということで計画し

たところでございます。 

○内之倉成功議員   

 今の関連ですけれども、今回農村地帯を回ったんですけれども、今の有害鳥獣関係の対策とい

うのが何かおくれてるんじゃないかという形を受けたわけですけれども、先ほどあれがありまし

たけれども、梅なんかについても、梅は猿なんかは来ないということで梅が増えたんだと私は聞

いておったんですけれども、最近は完熟の梅という形の中で、落ちた梅を商品にしていくんだと

いう話を聞いておったんですが、最近は落ちた梅を猿が望んでいるという形で、ほとんどあれに

ならないという話を聞くんですけれども、そこいらの対策というのは今後考えていらっしゃるの

か、お聞かせ願いたいと思います。 

○農政課長（赤崎敬一郎君）   

 当初植えるときは、梅は猿が食べないということでしたが、完熟すると桃と同じ香りがするわ

けでして、ただ、量的に猿が食べる、梅のほうが量が多いですから、猿が食べる量と比べると、

来ることは来ますが、それほどの被害はないと。 

それよりも葉を食べるシカのほうの被害が大きいということで、今までは猿については花火で

対策をしてたんですが、花火が今免許を取らないと使えないということで、そこら辺の苦労はさ

れておりますけれども、免許取ればできるんですが、免許を取らないと花火も使えないというこ

とで、おどすことができないということで苦慮してるんですが、今後これについても検討してい

きたいと考えております。 

○内之倉成功議員   

 関連ですけども、猿害対策というのは今後ここではとにかくどうしようもできないという状況

であるということと、それから、泊野地区、平川、それから、柊野地区、ここいらの関係では、

とにかく個人では、シカ対策なんかも対応できないと、何か全体的なものとしてやる方法はでき

ないのかという、住民からの物すごい要望があるんですけれども、ここいらの問題。 

例えば、薩摩地区の何ですか、熊田の奥の辺に行くと、対策として共同でずっと柵をしてある

んですけれども、何かそういうような形の対策というのは今後とらない限り、ここではどうしよ

うもできないと、高齢化の中で心配されてるわけですけれども、ここいらの問題は今後の課題と

して検討されていく考えがあるか、お聞かせ願いたいと思います。 

○副町長（経済）（山下 彦志君）   

 鳥獣害対策でございますが、おっしゃいますように非常に増えてきているというのは事実でご

ざいます。国が出しました特措法の中で、昨年度は内容等についてそれぞれ検討してみましたけ
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れども、年度が始まりまして特措法については被害防止計画を早速取りかかるということ、今準

備をいたしております。 

 そういう中で、電柵等についても、特措法の中で該当するものについてはそういうことでやり

ますし、ただ、駆除については猟友会、駆除隊だけで行うというのは、駆除隊も非常に年齢が高

齢化しながら減ってきているのは事実でございます。そういうところで、駆除隊を含めながら、

地域とも検討しながら、この駆除についてはやっていかなければならないというふうに考えてお

ります。 

 ただ、１頭当たり６,０００円、捕獲奨励金を出していたものを２,０００円、新年度予算で上

げておりまして、１頭当たり８,０００円ということで、捕獲についてもそれぞれ十分とはいかな

いまでも喫緊の課題ということで対応してまいりたいというふうに考えております。 

○内田 芳博議員   

 関連してですが、今お二方の方々が疑義を申されたわけですが、今回の選挙の折に農村地を見

て回り、また、非常な苦情というのは現実的に非常に被害が厳しいと、これをどうかしてくれと

いうのが本当の熱情であって、執行部の皆さん方も努力されていることは現実的に判りますけれ

ども、シカにこの対策をするには、今以上の対策をしない限りは、この解消というのはできない

と思います。 

もう少し内容を厳しく、そしてまた実現の幅を大きくして、そして、農家の皆さん方が行政が

とる対策に対して満足するような対策をとっていただきたいと、これが切なる農家の住民の皆様

の要望でございます。 

あなた方のところにも着いてきていると思いますけど、この点について、今以上厳しい内容の

中で対応ができるものか、現状のままでしかできないものか、これをしっかりと御答弁をいただ

きたいと。そして、私たちも農家の住民の皆さん方に行政のあなた方が申される答弁を伝えなけ

ればならない義務がございますので、この点をひとつよろしくお願いいたします。 

○町長（日髙 政勝君）   

 ただいまの鳥獣被害の問題につきましては、私もすべて町内を回る中で、そういう農村部の皆

さん方の大変な被害を受けてるというお声もじかに聞いて回っておりますので、とにかく緊急の

課題として、この辺の鳥獣対策については今もありましたとおり、地域によっては事業によって

フェンスの工事もできるところもあります。 

地域では、そういう形を取り組もうという、意欲のあるところについてはその辺の事業の採択

もできるかと思いますが、それ以外については町単なり県単の防護柵等の設置も計画があります

ので、今まで非常に予算的な確保というのが難しかったわけですけれども、こういう、いわゆる

国の補正等も活用しながら、できるだけ要望にこたえる形で努力をしてまいりたいと思っており

ます。 

○議長（中尾 正男議員） 

ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中尾 正男議員） 

それでは、これまで審議を中止しておきました議案第４３号から議案第４５号までの議案３件に

ついて、一括してほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 これで質疑を終わります。 
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 これから討論を行います。ただいまの議案３件について、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第４３号から議案第４５号までの議案３件を一括して採決します。 

 お諮りします。ただいまの「議案第４３号 専決処分の承認を求めることについて」から「議

案第４５号 専決処分の承認を求めることについて」までの議案３件については、承認すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、「議案第４３号 専決処分の承認を求めることについて」から「議案第４５号 専

決処分の承認を求めることについて」までの議案３件については、いずれも承認されました。 

  癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第１５「議案第４６号 さつま町監査委員の選任につい

て」 

○議長（中尾 正男議員） 

 次は、日程第１５「議案第４６号 さつま町監査委員の選任について」を議題とします。 

ここで、地方自治法第１１７条の規定によって、麥田博稔議員の退場を求めます。 

〔麥田 博稔議員 退場〕 

○議長（中尾 正男議員） 

提案理由の説明を求めます。 

〔町長 日髙 政勝君登壇〕 

○町長（日髙 政勝君） 

 「議案第４６号 さつま町監査委員の選任について」であります。さつま町監査委員のうち議

員の中から選任する監査委員として、麥田博稔氏を選任するものでありまして、地方自治法第

１９６条第１項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 

 内容につきましては、総務課長に説明させますので、よろしく御審議くださるようお願いいた

します。 

〔町長 日髙 政勝君降壇〕 

○総務課長（湯下 吉郎君） 

議案第４６号を説明申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 お諮りします。ただいま議題となっています議案第４６号は、会議規則第３９条第３項の規定

によって、委員会付託を省略したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４６号は、委員会付託を省略することに決定しました。 

 委員会付託を省略します。 
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 これから、質疑を行います。本案について、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 討論なしと認めます。 

 これから、「議案第４６号 さつま町監査委員の選任について」を採決します。 

 お諮りします。本案は、同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、「議案第４６号 さつま町監査委員の選任について」は、同意することに決定し

ました。 

 麥田博稔議員の入場を許します。 

〔麥田 博稔議員 入場〕 

  癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第１６「議案第４７号 さつま町教育委員会委員の任命

について」 

○議長（中尾 正男議員） 

 次は、日程第１６「議案第４７号 さつま町教育委員会委員の任命について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〔町長 日髙 政勝君登壇〕 

○町長（日髙 政勝君） 

 「議案第４７号 さつま町教育委員会委員の任命について」であります。 

 さつま町教育委員会員委員のうち福滿隆德氏が平成２１年５月９日付をもって任期満了となる

ことに伴い、新たに東修一氏を教育委員会委員に任命しようとするものであります。 

 同氏の経歴等については、総務課長から後ほど説明させますが、同氏は県の教育委員会の課長

職の教育行政経験、あるいは学校現場での校長等の豊富な経験をお持ちでございまして、福滿教

育長同様、本町の教育振興に大きく貢献していただけるものと期待をいたしているものでありま

す。 

 同氏を同意いただきますと、御夫婦とも本町に居住をしていただく予定になっております。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定に基づき、議会の同意を求める

ものであります。 

内容につきましては、総務課長に説明させますので、よろしく御審議くださるようお願いいた

します。 

〔町長 日髙 政勝君降壇〕 

○総務課長（湯下 吉郎君） 

「議案第４７号 さつま町教育委員会委員の任命について」説明申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○議長（中尾 正男議員） 
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 お諮りします。ただいま議題となっています議案第４７号は、会議規則第３９条第３項の規定

によって、委員会付託を省略したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４７号は、委員会付託を省略することに決定しました。 

 委員会付託を省略します。 

 これから、質疑を行います。本案について、質疑はありませんか。 

○麥田 博稔議員 

１点だけお伺いをしておきたいと思います。居住地の問題は、先ほど町長の説明の中で、もし

認められたら町に居住していただくということで納得するんですが、経歴を見ましたときに１０年、

１２年、１５年、県の教育委員会におられたわけです。 

そのころ、高校再編が問題になりまして、いろいろ再編されたわけですが、私たちのまちも学

校適正規模等検討委員会を設置されまして、６月には答申を出すということになっています。 

その辺の考えをどのような基本的な考えをお持ちなのか、お伺いされてたら聞いておきたいと

いうふうに思います。 

○町長（日髙 政勝君） 

 ただいまの質問についてでございますけども、それぞれこれまでの経歴等について東氏がそれ

ぞれの学校あるいは教育現場で取り組んでこられたことについては把握をいたしておりますけれ

ども、今後のその辺の対応についてはまだ具体的に話は承っておりません。 

○麥田 博稔議員 

 この件は、本人に質さないと判らないことかもしれませんけれども、私たちのまちにとっては

非常に大きな問題であります、学校の適正規模検討委員会は。 

 というのは、やはり小学校、中学校合わせて３億ぐらいの物件費を使っているわけですけれど

も、ただ小学校等については非常に地域とのつながりが強いと。先の南日本新聞の報道等により

ますと、小学校が通学距離４キロ、中学校で６キロとかそういう話があったんですが、スクール

バスを出せば結局、国の方針としては１時間位を通学圏にしたいとか、そういう話があるんです。 

 高校の場合は、適正規模を１学年５学級から８学級ということにして、宮之城高校も宮之城農

業高校も再編されて５クラスになっているわけですけれども。 

 やはり、小・中学校の統廃合については私たちは、前の議会のときから慎重に、そして早くし

ないとまずいと。 

 というのは、国が指針を８月ぐらいには出すと言うようなことですから、夏までには。となり

ますと先ほど言ったように、１時間圏内をするとなりますと私たちのまちの中学校なんかはもう

１校でいいと。極端に言うとですね。小学校につきましてもそういう話があると思うんです。 

 ですからその辺は、慎重にやりながら、そして地域の活性化となりますと、まだほかにもいろ

いろ小学校がなくてもできる問題は多々、公民館制度の改正とかいろいろあると思うんですけれ

ども、この辺は慎重に、そして大胆にというか、いろいろありますので、その辺はまた町長もい

ろいろ教育行政には手を出せないというようなあれももありますけれども、やはり今後のさつま

町の大きな問題だと思いますので、いろいろお話しをされながら慎重な対応をしていただきたい

というふうに思います。 

○町長（日髙 政勝君） 
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 学校適正規模化の問題については、現在、当教育委員会のほうでも検討委員会が設置をされて

おりまして、じきに検討委員会の結果がお示しになるかと思いますけれども、文科省のほうでも

この辺の取扱いについては一定の方針を持って望んでいきたいというようなこともあるようです

から、その辺も踏まえながら。 

 おっしゃるとおり、小学校の問題、特にこの小学校については地域との密着性が非常に強いし、

この辺の問題については慎重かつ地域の皆さん方と十分な話し合いをする必要があると思ってお

ります。 

 ただ、保護者の皆さん方の考え方というのがあるかと思いますので、子どもたちの教育にとっ

てどうあるべきかというのがあると思いますので、その辺のところも含めて総合的に判断をして

いく必要があるかと思っているところでございます。 

○議長（中尾 正男議員） 

ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 これで質疑を終わります。 

これから、討論を行います。ただいまの議案第４７号について、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 討論なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

お諮りします。「議案第４７号 さつま町教育委員会委員の任命について」、これに同意する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、「議案第４７号 さつま町教育委員会委員の任命について」は、同意することに

決定しました。 

  癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第１７「議案第４８号 さつま町教育委員会委員の任命

について」 

○議長（中尾 正男議員） 

 次は、日程第１７「議案第４８号 さつま町教育委員会委員の任命について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〔町長 日髙 政勝君登壇〕 

○町長（日髙 政勝君） 

 「議案第４８号 さつま町教育委員会委員の任命について」であります。 

 さつま町教育委員会員委員のうち山下喜美子氏が平成２１年５月９日付をもって任期満了とな

ることに伴い、引き続き同氏を教育委員会委員に任命しようとするものであります。 

 同氏については、委員のうちに保護者が含まれるようにしなければならないという、いわゆる

同法の規定がございますので、この規定に基づいてお子さんを学校に通わせている保護者という

立場で任命をしようとするものでございます。現在、小学生、中学生、高校生をお持ちでござい

ます。 
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 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定に基づき、議会の同意を求める

ものであります。 

内容につきましては、総務課長に説明させますので、よろしく御審議くださるようお願いいた

します。 

〔町長 日髙 政勝君降壇〕 

○総務課長（湯下 吉郎君） 

「議案第４８号 さつま町教育委員会委員の任命について」説明申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 お諮りします。ただいま議題となっています議案第４８号は、会議規則第３９条第３項の規定

によって、委員会付託を省略したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４８号は、委員会付託を省略することに決定しました。 

 委員会付託を省略します。 

 これから、質疑を行います。本案について、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 これで質疑を終わります。 

これから、討論を行います。ただいまの議案第４８号について、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 討論なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

お諮りします。「議案第４８号 さつま町教育委員会委員の任命について」、これに同意する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、「議案第４８号 さつま町教育委員会委員の任命について」は、同意することに

決定しました。 

  癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第１８「議員派遣の件」 

○議長（中尾 正男議員） 

 日程第１８「議員派遣の件」についてを議題とします。 

  会議規則第１２１条の規定により、別紙のとおり次期定例会までの期間に開催される研修会等

について、議員を派遣したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 異議なしと認めます。 
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  したがって、別紙のとおり議員を派遣することに決定しました。 

  お諮りします。ただいまの議員派遣につきましては、やむを得ず期間、派遣議員等に変更を生

ずる場合には、私に一任願いたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、そのように取り扱うことにいたします。 

  癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第１９「閉会中の継続調査について」 

○議長（中尾 正男議員） 

 日程第１９「閉会中の継続調査について」を議題とします。 

  各常任委員会及び議会運営委員会、並びに議会広報特別委員会の各委員長から、会議規則第

７５条の規定によって、お手元にお配りしました各事項について閉会中の継続調査の申出があり

ます。 

 お諮りします。各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中尾 正男議員） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△閉 会 

○議長（中尾 正男議員） 

以上で、本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。 

平成２１年第４回さつま町議会臨時会を閉会します。ご苦労様でした。 

閉会時刻 午後 ３時２１分 

- 27 - 



 

 

 

   

 

  地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

 

    平成  年  月  日 

 

 

                  さつま町議会議長  中 尾  正 男 

 

 

                  さつま町議会議員  川 口  憲 男 

 

 

                  さつま町議会議員  新 改  秀 作 

 

 

 

 

 

 

- 28 - 


